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会
）

原
子
力
の
平
和
的
利
用
に
お
け
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定

の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
一
四
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

ウ
ラ
ン
確
認
埋
蔵
量
が
世
界
第
二
位
の
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
共
和
国
と
我
が
国
と
の
間
で
、
今
後
、
核
物
質
、
原
子
力
関
連
資
機

材
及
び
技
術
の
移
転
が
増
加
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
両
政
府
は
原
子
力
協
定
交
渉
を
開
始
す
る
こ
と
で
一
致
し
、

そ
の
後
、
二
○
○
七
年
（
平
成
十
九
年
）
よ
り
鋭
意
交
渉
を
行
っ
た
結
果
、
二
○
一
○
年
（
平
成
二
十
二
年
）
三
月
二
日
に
東

京
に
お
い
て
こ
の
協
定
の
署
名
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
協
定
は
、
原
子
力
の
平
和
的
利
用
に
関
す
る
両
国
間
の
協
力
の
た
め
の
法

的
枠
組
み
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
前
文
、
本
文
十
四
箇
条
及
び
末
文
並
び
に
こ
の
協
定
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
附
属
書

Ａ
及
び
Ｂ
か
ら
成
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
協
定
の
下
で
の
協
力
は
、
専
門
家
の
交
換
、
公
開
の
情
報
の
交
換
、
核
物
質
、
核
物
質
で
は
な
い
特
別
な
資
材
、
設

備
及
び
技
術
の
供
給
並
び
に
協
定
の
範
囲
内
の
事
項
に
関
す
る
役
務
の
提
供
及
び
受
領
等
の
方
法
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
こ
の
協
定
の
下
で
の
協
力
は
、
平
和
的
非
爆
発
目
的
に
限
っ
て
行
い
、
協
定
に
基
づ
い
て
移
転
さ
れ
た
核
物
質
等
は
、
い

か
な
る
核
爆
発
装
置
の
た
め
に
も
又
は
そ
の
研
究
若
し
く
は
開
発
の
た
め
に
も
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
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三
、
前
記
二
の
義
務
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
、
こ
の
協
定
の
適
用
を
受
け
る
核
物
質
は
、
各
締
約
国
政
府
と
国
際
原
子
力
機

関
と
の
間
の
保
障
措
置
協
定
等
の
適
用
を
受
け
る
。

四
、
両
国
は
、
こ
の
協
定
の
実
施
に
当
た
り
、
原
子
力
事
故
の
早
期
通
報
に
関
す
る
条
約
、
原
子
力
事
故
又
は
放
射
線
緊
急
事

態
の
場
合
に
お
け
る
援
助
に
関
す
る
条
約
、
原
子
力
の
安
全
に
関
す
る
条
約
及
び
使
用
済
燃
料
管
理
及
び
放
射
性
廃
棄
物
管

理
の
安
全
に
関
す
る
条
約
に
適
合
す
る
よ
う
に
行
動
す
る
。

五
、
こ
の
協
定
の
適
用
を
受
け
る
核
物
質
に
つ
い
て
、
両
締
約
国
政
府
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
（
少
な
く
と
も
こ
の
協
定
の
附

属
書
Ｂ
に
定
め
る
水
準
の
防
護
を
実
現
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
従
っ
て
防
護
の
措
置
を
と
る
。

六
、
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
移
転
さ
れ
た
核
物
質
等
は
、
供
給
締
約
国
政
府
の
書
面
に
よ
る
事
前
の
同
意
が
得
ら
れ
る
場
合
を

除
く
ほ
か
、
受
領
締
約
国
政
府
の
管
轄
の
外
（
供
給
締
約
国
政
府
の
管
轄
内
を
除
く
。
）
に
移
転
さ
れ
、
又
は
再
移
転
さ
れ

な
い
。

七
、
各
締
約
国
政
府
は
、
他
方
の
締
約
国
政
府
に
対
し
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
国
内
手
続
が
完
了

し
た
こ
と
を
確
認
す
る
通
告
を
行
う
。
こ
の
協
定
は
、
遅
い
方
の
通
告
が
受
領
さ
れ
た
日
の
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生

ず
る
。


